
様式４

入札書別紙(県立総合病院) （燃料費調整等に関する資料の添付は不要です）

１ 料金計算方法（消費税及び地方消費税を含むものとする。）

２ 各料金の計算方法（消費税及び地方消費税を含むものとする。）

※入札金額の算定においては、

基本料金補正率は 85%、燃料費調整単価は 9.09 円、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措

置法に基づく賦課金単価は 1.40 円で算定すること。（入札金額の算定に含むものとする）

３ 各料金単価（消費税及び地方消費税を含むものとする。）

４ 各料金区分

５ 税方式

外税方式 内税方式 （どちらかにマルをすること）



様式４

入札書別紙 （記載例） （燃料費調整等に関する資料の添付は不要です）

１ 料金計算方法（消費税及び地方消費税を含むものとする。）

毎月の電気料金 ＝ 基本料金＋予備電力基本料金＋自家発補給電力基本料金＋電力量料金

＋電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金

２ 各料金の計算方法（消費税及び地方消費税を含むものとする。）

基本料金 ＝ 基本料金単価×契約電力×85%

予備電力基本料金 ＝ 予備線基本料金単価×（契約電力＋自家発最大使用電力）

自家発補給電力基本料金 ＝ 自家発補給電力基本料金単価×最大使用電力×(30%)

電力量料金 ＝ 電力量料金単価×使用電力量±燃料費調整単価×使用電力量

自家発補給電力電力量料金 ＝ 自家発補給電力電力量料金単価×使用電力量

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金

＝ 賦課金単価×使用電力量

※入札金額の算定においては、

基本料金補正率は 85%、燃料費調整単価は 9.09 円、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措

置法に基づく賦課金単価は 1.40 円で算定すること。（入札金額の算定に含むものとする）

３ 各料金単価（消費税及び地方消費税を含むものとする。）

基本料金単価 使用規模 1か月、１ｋＷあたり 1,500 円

予備電力基本料金 使用規模 1か月、１ｋＷあたり 40.00 円

電力量料金単価 重負荷時間 １ｋＷｈあたり 20.00 円

昼 間 時 間 １ｋＷｈあたり 15.00 円

夜 間 時 間 １ｋＷｈあたり 10.00 円

自家発補給電力基本料金単価 １ｋＷあたり 1,600 円

ただし、全く電気の供給を受けない場合の単価は、上記の 30％とする。

自家発補給電力電力量料金単価 電力量料金単価に同じ

燃料費調整単価 １ｋＷｈあたり 9.09 円

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金

１ｋＷｈあたり 1.40 円

４ 各料金区分

重負荷時間 令和６年７月１日から９月 30 日の午前 10 時から午後５時までとする。

ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日を除く。

昼 間 時 間 午前８時から午後 10 時までとする。

ただし、重負荷時間と重なる時間、日曜日、「国民の祝日に関する法律」

に規定する休日、１月２日、１月３日、４月 30日、５月１日、５月２日、

12 月 30 日、12 月 31 日を除く。

夜 間 時 間 重負荷時間及び昼間時間以外の時間とする。

５ 税方式

外税方式 内税方式 （どちらかにマルをすること）


